
富山市奨学金代理返還支援事業補助金交付要綱

令和７年６月３０日

商工労 働部長決 裁

（趣旨）

第１条 この要綱は、富山市補助金等交付規則（平成１７年富山市規則第３６号。以

下「規則」という。）第２４条の規定に基づき、富山市奨学金代理返還支援事業補

助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

（交付の目的）

第２条 市長は、中小企業等が従業員の奨学金を代理返還した費用の一部を補助し、

代理返還制度の活用を促進することにより、市内の中小企業等の人材確保及び従業

員の早期離職の防止を図るとともに、奨学金を返還する従業員の経済的負担を軽減

し、実質所得の向上に寄与するもの。

（定義）

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 中小企業等 資本の額若しくは出資の総額が３億円以下（サービス業又は小

売業を主たる事業とする会社については５千万円以下、卸売業を主たる事業と

する会社については１億円以下）の会社、又は常時雇用する労働者の数が３０

０人以下（小売業を主たる事業とする会社及び個人については５０人以下、卸

売業又はサービス業を主たる事業とする会社及び個人については１００人以

下）の会社及び個人をいう。

(2) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構の貸与奨学金のうち、第一種奨学金

及び第二種奨学金をいう。

(3) 代理返還 従業員が主たる債務者となっている奨学金の返還残額の一部又は

全額を、従業員に代わって中小企業等が独立行政法人日本学生支援機構に対し

て当該機構の指定する方法で送金し、従業員の奨学金の返還を支援することを

いう。

(4) 正規雇用 労働契約法（平成１９年法律第１２８号）第６条又は第７条の規

定に基づき、期間の定めのない労働契約を締結していることをいう。

（交付の対象）

第４条 補助金の交付の対象となる中小企業等（以下「補助事業者」という。）は、

次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業規則や賃金規定等の内部規程において、代理返還の制度を設けているこ

と。ただし、代理返還の対象となる従業員（以下「返還支援対象者」という。）

につき、代理返還を３年以上継続して行うものに限る。



(2) 市内に本社を有していること。

(3) 市税の滞納がないこと。

(4) 市が実施する事業効果の確認等の調査等に協力すること。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者又は同

条第６号に規定する暴力団員でないこと。

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条に規定する風俗営業及びそれらに類似する業種を営む者でないこ

と。

(7) その他市長が適当と認める中小企業等であること。

（返還支援対象者）

第５条 返還支援対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付を申請する時点で、正規雇用されている者であって、申請後に

おいても引き続き正規雇用される見込みであること。

(2) 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までに採用された者であって、

採用した日の属する年度の末日時点で３０歳以下であること。

(3) その他市長が適当と認める者であること。

（補助対象期間）

第６条 補助金の交付対象となる期間は、返還支援対象者につき３年間とし、代理返

還した日の属する月から起算して連続した期間とする。

（補助対象経費等）

第７条 補助金の対象経費及び金額は、予算の範囲内において次のとおりとする。

(1) 補助金の対象経費は、補助事業者が返還支援対象者に対して、令和１３年９

月３０日までに代理返還した額（以下、「返還支援額」という。）とする。

(2) 補助金の補助率は、２分の１とする。

(3) 補助金の額は、年度において、補助事業者につき４５万円、返還支援対象者

１人につき９万円を上限とする。ただし、補助金の額に１，０００円未満の端

数があるときは、これを切り捨てるものとする。

２ 補助金の対象経費について、補助事業者及び返還支援対象者が他の機関から給

付を受けている場合は、その給付を受けた額を控除するものとする。

３ 返還支援額に相当する額を返還支援対象者の賃金や手当等の支給額にて減額す

る等により返還支援対象者に返還支援額を負担させる場合等、代理返還の実態がな

いとみなされるものは、補助金の対象経費外とする。

（交付の申請）

第８条 補助事業者は、富山市奨学金代理返還支援事業補助金交付申請書（様式第１



号）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 返還支援内訳書（様式第２号）

(2) 収支報告書（様式第３号）

(3) 代理返還の制度を設けていることが分かる内部規程の写し

(4) 返還支援額を支払ったことを証する書類の写し

(5) 市税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

２ 前項に規定する申請は、代理返還をした翌年度の９月末日までに行うものとする。

ただし、令和１３年４月１日から令和１３年９月３０日の返還支援額については、

代理返還をした年度の２月末日までに交付の申請をするものとする。

３ 第１項に規定する申請は、補助対象期間を年度ごとに区切って行うものとし、年

度において補助事業者につき１回限りとする。

（交付の決定等の通知）

第９条 規則第１９条の規定により、規則第５条の交付の決定及び第１３条の額の確

定の手続を併合するものとする。

２ 前項の規定により併合した規則第５条及び第１３条に規定する通知は、富山市奨

学金代理返還支援事業補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書（様式第４号）

により行うものとする。

（交付決定の取消し等）

第１０条 市長は、第４条及び第５条に掲げる要件に違反したとき、又は規則第１５

条の規定に該当すると認めるときは、補助事業者の補助金の交付の決定を取り消し、

又は変更することができる。

（補助金の返還）

第１１条 市長は、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは変更した場合において、

当該取消し若しくは変更に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、規

則第１６条の規定に基づき、補助事業者に対し期限を定めてその返還を求めるもの

とする。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、この限りではない。

（細則）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定

める。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。

２ この要綱は、令和１４年３月３１日限り、その効力を失効する。



様式第１号（第８条関係）

富山市奨学金代理返還支援事業補助金交付申請書

年 月 日

（宛先）富山市長

所在地

商号又は名称

代表者職及び氏名

【担当者及び連絡先】

担当者

電話番号

メールアドレス

富山市補助金等交付規則及び富山市奨学金代理返還支援事業補助金交付要綱を確

認の上、富山市奨学金代理返還支援事業補助金の交付を受けたいので、同要綱第８条

及び同規則第１９条の規定により、次のとおり申請します。

記

１ 交付申請額 円

２ 添付書類

(1) 返還支援内訳書（様式第２号）

(2) 収支報告書（様式第３号）

(3) 代理返還の制度を設けていることが分かる内部規程の写し

(4) 返還支援額を支払ったことを証する書類の写し

(5) 市税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類



様式第２号（第８条関係）

返還支援内訳書

＜返還支援対象者＞

＜返還支援の内容＞

返還支援対象者 人目

補助金申請回数 回目

氏名

住所

生年月日 平成 年 月 日

採用年月日 令和 年 月 日

奨学生番号

奨学金の種別 第一種 ・ 第二種

上記の者を正規雇用しており、この補助金を申請した後においても引き続き正規雇用

する見込みであることを証明する。

商号又は名称

代表者職及び氏名 印

補助対象期間・・・① 令和 年 月から令和 年 月まで

今回申請する返還支援額の月別内訳

４月 円 ８月 円 12 月 円

５月 円 ９月 円 １月 円

６月 円 10 月 円 ２月 円

７月 円 11 月 円 ３月 円

計 円 ・・・①

交付申請額

（①の２分の１）
円 （上限 45 万円、千円未満切り捨て）

代理返還の方法 口座振替 ・ 払込取扱票



様式第３号（第８条関係）

収支報告書

１．補助事業者

２．収支

今回申請する補助金における収支の内容を税抜きで記載してください。

収入金額と支出金額の合計は一致させてください。

・収入の部

・支出の部

区 分 金 額 備 考

事業主負担 円

市 補 助 金 円

そ の 他 円 他の機関から給付を受けた額など

計 円

区 分 金 額 備 考

返還支援額 円

そ の 他 円

計 円

商号又は名称

代表者職及び氏名

所在地 富山市

資本の額又は出資の総額 円

常時雇用する従業員数 人

主たる事業



様式第４号（第９条関係）

富山市奨学金代理返還支援事業補助金交付決定通知書兼補助金額確定通知書

第 号

年 月 日

様

富山市長 印

年 月 日付けで申請のありました富山市奨学金代理返還支援事

業補助金については、富山市奨学金代理返還支援事業補助金交付要綱第９条の規

定により、次のとおり交付を決定し、併せて補助金額を確定しましたの

で通知します。

記

１ 補助金交付決定額 円

２ 補助金確定額 円


